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奈良市報告第６４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和６年度奈良市一般会計補正予算（第５号）
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和６年１０月９日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和６年度奈良市一般会計補正予算（第５号）
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	 令和６年度奈良市一般会計
	 補正予算（第５号）

　令和６年度奈良市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１８０，０００千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６６，２２３，１８１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

17． 県 支 出 金 11,411,241 180,000 11,591,241

３． 県 委 託 金 76,552 180,000 256,552

歳 入 合 計 166,043,181 180,000 166,223,181

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２． 総 務 費 18,936,708 180,000 19,116,708

５． 選 挙 費 67,991 180,000 247,991

歳 出 合 計 166,043,181 180,000 166,223,181

千円 千円 千円

千円 千円 千円
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奈良市報告第６５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和６年度奈良市一般会計補正予算（第６号）

− 14 −− 14 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和６年１０月２９日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和６年度奈良市一般会計補正予算（第６号）

− 15 −− 14 −



	 令和６年度奈良市一般会計
	 補正予算（第６号）

　令和６年度奈良市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４４，４１２千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１６６，２６７，５９３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

− 16 −



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16． 国 庫 支 出 金 37,097,697 44,412 37,142,109

１． 国 庫 負 担 金 21,896,112 44,412 21,940,524

歳 入 合 計 166,223,181 44,412 166,267,593

款 項 補正前の額 補　正　額 計

４． 衛 生 費 14,361,685 44,412 14,406,097

１． 保 健 衛 生 費 5,183,292 44,412 5,227,704

歳 出 合 計 166,223,181 44,412 166,267,593

千円 千円 千円

千円 千円 千円

− 17 −
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奈良市報告第６６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

− 22 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和６年１０月２２日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

− 23 −



市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について

　本市は、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所に

訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

⑴　市営住宅を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項の規定によ

り徴収する金銭を支払え。

⑵　滞納家賃等及びこれに対する遅延損害金を支払え。

⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

⑶　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

− 24 −



別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

１ 家賃滞納
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奈良市報告第６７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 26 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月１１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年３月１０日午後５時５８分頃、奈良市八条三丁目地内において発生した、市道

の穴ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のタイヤ及びホイールが損傷した事故に

ついて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１２６，８４１円

− 27 −



奈良市報告第６８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 28 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月１５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年７月２２日午前８時３０分頃、奈良市東九条町地内において発生した、本市の

公用車が相手方の普通自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の

額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　６０３，５００円

− 29 −



奈良市報告第６９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 30 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月１５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年２月２７日午後４時２２分頃、奈良市富雄北二丁目地内において発生した、本

市の公用車が相手方の軽自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３０２，４００円

− 31 −



奈良市報告第７０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 32 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月１５日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年７月１０日午前６時４分頃、奈良市学園朝日元町一丁目地内において発生した、

本市の公用車が相手方施設の天井に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠

償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　５８，３００円
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奈良市報告第７１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 34 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月２２日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年９月９日午前８時３５分頃、奈良市秋篠町地内において発生した、本市の公用

車が民家の門扉に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定する

ものとする。

１　損害賠償の額　　３６５，２００円
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奈良市報告第７２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 36 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月２２日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年６月２日午前９時３０分頃、奈良市鳥見町一丁目地内において発生した、市道

の陥没により、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ及びホイール等が損傷した事故

について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２８７，１００円

− 37 −



奈良市報告第７３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 38 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月２３日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年５月２４日午後０時４５分頃、奈良市陰陽町地内において発生した、本市の公

用車が民家の屋根に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定す

るものとする。

１　損害賠償の額　　２３１，０００円

− 39 −



奈良市報告第７４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１０月２３日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年９月１１日午後４時頃、奈良市立京西中学校において、草刈り作業中の飛び石

により、同校敷地内に駐車していた相手方の軽自動車を損傷させた事故について、和解に

より次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　４３９，７４７円
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奈良市報告第７５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１１月６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年９月１２日午前９時００分頃、奈良市千代ヶ丘一丁目地内において発生した、

本市の公用車から飛散した集積物の破片により、相手方の普通自動車を損傷させた事故に

ついて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２５３，６０５円
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奈良市報告第７６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１１月６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年８月２３日午後３時３０分頃、奈良市環境清美工場内において発生した、本市

の公用車が相手方所有のフォークリフトに接触した事故について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　３９，７３２円
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奈良市報告第７７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

− 46 −



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１１月６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年８月５日午前１０時２５分頃、奈良市平松四丁目地内において発生した、本市

の公用車が民家の外構フェンス及びブロック塀に接触した事故について、和解により次の

とおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１６８，０８０円
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奈良市報告第７８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１１月６日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年９月１５日午後３時１０分頃、奈良市西大寺国見町三丁目地内において発生し

た、本市の公用車が相手方の普通自動車に接触した事故について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１０３，５５４円
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奈良市報告第７９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和６年１１月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和６年１１月１１日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和６年１０月５日午前４時４分頃、奈良市八条町地内において、本市職員が救急活動

中にマンション駐車場の常夜灯を損傷させた事故について、和解により次のとおり損害賠

償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２８，６００円
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奈良市議案第９２号

	 奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号
	 の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個
	 人情報の提供に関する条例の一部改正について

　奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のように改正しようと

する。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年奈良市条例第４２号

）の一部を次のように改正する。

　別表第１中１４の項を１５の項とし、１３の項を１４の項とし、１２の項の次に次のよ

うに加える。

１３　市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する

事務であって規則で定めるもの

　別表第１に次のように加える。

１	６　教育

委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する

事務であって規則で定めるもの

　　　　　　　　　	　「
国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）又は高齢者の医療の確保に関
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　別表第２の１の項中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）又は高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号）

による医療に関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報（以下「医療

保険給付関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの

奈良市心身障害者医療費の助成に関す

る条例による心身障害者に対する医療

費の助成に関する情報（以下「心身障

害者医療費助成関係情報」という。）

であって規則で定めるもの

する法律（昭和５７年法律第８０号）

による医療に関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報（以下「医療

保険給付関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの

健康保険法（大正１１年法律第７０号

）、船員保険法（昭和１４年法律第７

３号）、私立学校教職員共済法（昭和

２８年法律第２４５号）、国家公務員

共済組合法（昭和３３年法律第１２８

号）、地方公務員等共済組合法（昭和

３７年法律第１５２号）その他の法令

による医療に関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報であって規則

で定めるもの
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「

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の２の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の３の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

奈良市心身障害者医療費の助成に関す

る条例による心身障害者に対する医療

費の助成に関する情報（以下「心身障

害者医療費助成関係情報」という。）

であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登

外者の情報の管理に関する情報（以下

「住登外者宛名情報」という。）であ

って規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による支援

給付又は配偶者支援金の支給に関する

情報（以下「中国残留邦人等支援給付

等関係情報」という。）であって規則

で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による支援

給付又は配偶者支援金の支給に関する

情報（以下「中国残留邦人等支援給付

等関係情報」という。）であって規則

で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の４の項及び５の項中

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の６の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の７の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第７条第４号に規定する事項（

以下「住民票関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第７条第４号に規定する事項（

以下「住民票関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

住民票関係情報であって規則で定める

もの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

心身障害者医療費助成関係情報であっ

て規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

住民票関係情報であって規則で定める

もの

心身障害者医療費助成関係情報であっ

て規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定める
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の８の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の９の項中「子どもに対する	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

医療費の助成に関する情報」の次に「（以下「子ども医療費助成関係情報」という。）」

　　　　「

を加え、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の１０の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

障害者関係情報であって規則で定める

もの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

重度心身障害者老人等に対する医療費

の助成に関する情報であって規則で定

めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

心身障害者医療費助成関係情報であっ

て規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報で

あって規則で定めるもの

心身障害者医療費助成関係情報であっ

て規則で定めるもの

重度心身障害者老人等に対する医療費

の助成に関する情報であって規則で定

めるもの

もの
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の１１の項及び１２の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の１３の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の１４の項中「自立支援給付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

の支給に関する情報」の次に「（以下「自立支援給付関係情報」という。）」を、「児童

扶養手当の支給に関する情報」の次に「（以下「児童扶養手当関係情報」という。）」を

、「障害児入所給付費の支給に関する情報」の次に「（以下「小児慢性特定疾病医療費等

給付関係情報」という。）」を、「給付金に関する情報」の次に「（以下「資金の貸付け

等関係情報」という。）」を、「特定医療費の支給に関する情報」の次に「（以下「特定

医療費関係情報」という。）」を、「福祉手当の支給に関する情報」の次に「（以下「福

祉手当関係情報」という。）」を、「費用の支給に関する情報」の次に「（以下「養育医

療の給付等関係情報」という。）」を加え、

中国残留邦人等支援給付等関係情報で

あって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

地方税関係情報であって規則で定める

もの

生活保護関係情報又は外国人生活保護

関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定める

もの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護

関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表の１５の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表に次のように加える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

１６　市長 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定める

もの

医療保険給付関係情報であって規則で

定めるもの

介護保険等給付関係情報であって規則

で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護

関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則

で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則

で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

児童手当法（昭和４６年法律第７３号

）による児童手当又は特例給付の支給

に関する情報であって規則で定めるも

の

児童手当法（昭和４６年法律第７３号

）による児童手当又は特例給付の支給

に関する情報（以下「児童手当等関係

情報」という。）であって規則で定め

るもの

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの
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中国残留邦人等支援給付等関係情報で

あって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定める

もの

自立支援給付関係情報であって規則で

定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で

定めるもの

小児慢性特定疾病医療費等給付関係情

報であって規則で定めるもの

資金の貸付け等関係情報であって規則

で定めるもの

特定医療費関係情報であって規則で定

めるもの

福祉手当関係情報であって規則で定め

るもの

養育医療の給付等関係情報であって規

則で定めるもの

児童手当等関係情報であって規則で定

めるもの

住民票関係情報であって規則で定める

もの

子ども医療費助成関係情報であって規

則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費助成関係情報で

あって規則で定めるもの

心身障害者医療費助成関係情報であっ

て規則で定めるもの

重度心身障害者老人等に対する医療費
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の助成に関する情報であって規則で定

めるもの

１７　市長 法別表の各項の下欄に掲

げる事務（準法定事務を

含む。）

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの

１８　教育	

　委員会

住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定める

もの

生活保護関係情報又は外国人生活保護

関係情報であって規則で定めるもの

　別表第３に次のように加える。

３　教育委員会 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの

市長 住登外者宛名情報で

あって規則で定める

もの

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　

　（提案理由）

　地方税等の情報システムを全国で標準化することに伴い、本市の住民基本台帳に登録さ

れていない者（住登外者）の情報の管理に関する事務を個人番号の独自利用を行う事務と

して条例に規定する必要があることから、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第９３号

奈良市コミュニティセンター条例の制定について
　

　奈良市コミュニティセンター条例を次のように制定しようとする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市コミュニティセンター条例

　（目的及び設置）

第１条　本市における全ての市民が、互いに多様性を認め合い、人権を尊重することで、

誰もが安心して暮らすことのできる社会（以下「共生社会」という。）を創ることに資

するよう、コミュニティセンター（以下「センター」という。）を設置する。

　（名称及び位置）

第２条　センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名　　称 位　　置

奈良市中コミュニティセンター 奈良市畑中町４番地の４

（事業）

第３条　センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

⑴　共生社会の実現に向けた啓発等に関する事業

⑵　住民交流の促進に関する事業

⑶　その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

　（指定管理者）

第４条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、

次に掲げるセンターの管理に関する業務を同項に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。）に行わせるものとする。

⑴　前条に規定する事業の実施に関すること。

⑵　センターの使用承認及び使用制限に関すること。
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⑶　センターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関すること

。

⑷　その他市長が定めること。

２　指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところにより、センターを管

理しなければならない。

　（開館時間）

第５条　センターの開館時間は、午前９時から午後５時までとする。

２　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認める場合は、あらかじめ市

長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

　（休館日）

第６条　センターの休館日は、次のとおりとする。

⑴　日曜日及び土曜日

⑵　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

⑶　１２月２７日から翌年の１月５日まで

２　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認める場合は、あらかじめ市

長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる

。

　（使用の承認）

第７条　センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければ

ならない。承認を受けた事項を変更するときも、また、同様とする。

２　指定管理者は、前項の承認に際し、センターの管理上必要な範囲内で条件を付けるこ

とができる。

　（使用の不承認）

第８条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をし

てはならない。

⑴　センターの設置目的に適合しないとき。

⑵　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

⑶　他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

⑷　施設等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

⑸　前各号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。
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　（使用承認の変更等）

第９条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若

しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

⑴　この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

⑵　偽りその他の不正な手段により承認を受けたとき。

⑶　災害その他不可抗力による理由により使用することができなくなったとき、又は使

用することが不適当と認められるとき。

⑷　前３号に定めるもののほか、公益上又は管理上指定管理者が特に必要と認めたとき

。

２　前項の規定により、使用の条件の変更若しくは使用の停止又は使用の承認の取消しを

受けた者に生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

　（使用料）

第１０条　センターの使用料は、無料とする。

　（使用者の義務）

第１１条　第７条第１項の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、施設等を善良

な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

　（原状回復）

第１２条　使用者は、その使用を終了したとき、又は第９条第１項の規定により使用の承

認を取り消されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。

　（損害賠償）

第１３条　センターを使用する者は、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、市

長の定める損害額を賠償しなければならない。

２　市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得

ない理由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる

。　

　（使用権の譲渡等の禁止）

第１４条　使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない

。

　（行為の禁止）

第１５条　センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
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⑴　施設等を毀損し、汚損し、又は滅失すること。

⑵　他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれが

ある物品若しくは動物の類を携行すること。

⑶　承認を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

⑷　承認を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

⑸　指定の場所以外で火気を使用すること。

⑹　前各号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。

　（入館の禁止等）

第１６条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、

若しくは退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

⑴　前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者

⑵　前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者

　（委任）

第１７条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に次項の規定による改正前の奈良

市人権文化センター条例（平成１４年奈良市条例第１７号）第４条第１項の規定により

市長が行った施行日以後の使用に係る奈良市中人権文化センターの使用許可及び市長に

対して行われた当該使用許可の申請は、施行日以後においては、この条例の第７条第１

項の規定により指定管理者が行った奈良市中コミュニティセンターの使用承認及び指定

管理者に対して行われた当該使用承認の申請とみなす。

　（奈良市人権文化センター条例の一部改正）

３　奈良市人権文化センター条例の一部を次のように改正する。

　　第２条の表奈良市中人権文化センターの項を削る。

（奈良市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営の確保に関する条例及び奈良市ラブホ

テル及びぱちんこ屋等建築等規制条例の一部改正）

４　次に掲げる条例の規定中「人権文化センター」の次に「及びコミュニティセンター」

− 64 −



を加える。

⑴　奈良市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営の確保に関する条例（平成１５年奈

良市条例第１２号）別表第１項第８号

⑵　奈良市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例（昭和５８年奈良市条例第３０

号）別表第３第４号

　（提案理由）

　共生社会の実現に向けた幅広い啓発、事業等を行い、多様化する課題に対応する施設と

して、中コミュニティセンターを設置しようとするものである。
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奈良市議案第９４号

	 奈良市一時保護施設の設備及び運営に関する
	 基準を定める条例の制定について

　奈良市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定しよう

とする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

奈良市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（趣旨）

第１条　この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

１２条の４第２項の規定に基づき、本市の区域内における一時保護施設の設備及び運営

に関する基準（以下「最低基準」という。）を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法及び一時保護施設の設備及び運営に関する

基準（令和６年内閣府令第２７号。以下「一時保護施設設備運営基準」という。）にお

いて使用する用語の例による。

　（一時保護施設の設備及び運営に関する基準）

第３条　最低基準は、次条から第７条までに定めるもののほか、一時保護施設設備運営基

準の定めるところによる。

　（子どもの最善の利益の考慮）

第４条　一時保護施設は、奈良市子どもにやさしいまちづくり条例（平成２６年奈良市条

例第５１号）第２条第２号に規定する基本理念にのっとり、子どもの成長及び発達に応

じ、その思いや意見に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一に考慮して、その運営を行

わなければならない。

　（非常災害対策の特例）

第５条　一時保護施設は、非常災害時に必要な非常食、飲用水、日用品等の備蓄に努めな
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ければならない。

　（暴力団の排除）

第６条　一時保護施設は、その運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成２４年奈

良市条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとならないようにしな

ければならない。

　（食事の特例）

第７条　一時保護施設は、食事の提供に当たっては、入所している児童の健やかな心身の

育成を図るため、食事の献立に旬の食材や郷土食を積極的に取り入れるよう努めなけれ

ばならない。

　（委任）

第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（一時保護施設設備運営基準の規定の引用に関する経過措置）

２　第３条の規定の適用に関する経過措置は、一時保護施設設備運営基準附則及び一時保

護施設設備運営基準を改正する府令附則に規定する経過措置の例による。

　（提案理由）

　児童福祉法の一部改正及び基準府令の制定に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関す

る基準を定めようとするものである。
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奈良市議案第９５号

奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について

　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５５年奈良市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。

　第３条第２項第１号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政

令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。

）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）」を「令」に改め、

「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第２号中「氏名」の次に「、旧氏」を加える

。

　第５条第６項第４号中「氏名（」の次に「氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記

録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、」を加え、「、氏名及び通称」を「氏名

及び当該通称」に改める。

　第７条第１項中「き損」を「毀損」に改める。

　第１１条第１項第３号中「、氏」の次に「（氏に変更があつた者にあつては、住民票に

記録されている旧氏を含む。）」を加える。

　　　附　則

　この条例は、令和７年１月６日から施行する。

　（提案理由）

　本市の印鑑登録について、旧氏を使用した印鑑を登録できるよう、所要の規定の整備を

行おうとするものである。
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奈良市議案第９６号

	 奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
	 の廃止について

　奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を次のように廃止しようとする

。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を廃止する条例

　奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（令和２年奈良市条例第１５号

）は、廃止する。

附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の奈良市土砂等による土地の埋立て等

の規制に関する条例（以下「旧条例」という。）第９条の許可を受けている者等に関す

る旧条例第１０条第３項、第１３条、第１５条第１項ただし書、第５項及び第６項、第

１６条から第２６条まで、第２７条第１項及び第３項から第６項まで、第２８条から第

３３条まで、第３６条並びに第４１条から第４５条までの規定の適用については、当該

許可の期間が満了する日までの間（この条例の施行の日から当該許可の期間が満了する

日までに旧条例第２７条第１項若しくは第３項から第６項まで、第２８条第１項、第３

１条又は第３３条の規定による命令を受けた者にあっては当該命令に係る事由が消滅す

る日又は当該許可の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間）は、なお従前の例に

よる。

３　この条例の施行前に旧条例第７条第２項、第８条第２項、第２７条、第３１条及び第

３３条の規定による命令を受けた者に係る旧条例第１３条第１項第７号から第９号まで
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、第２１条第３項及び第４１条から第４３条までの規定の適用については、当該命令に

係る事由が消滅する日までの間は、なお従前の例による。

４　この条例の施行の際現に旧条例第３７条第１項の規定による指定がされている土砂等

搬入禁止区域に係る旧条例第１３条第１項第９号、第３７条から第３９条まで、第４１

条及び第４２条の規定の適用については、なお従前の例による。

５　この条例の施行前に行った行為及び前３項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの条例の施行後に行った行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。

　（提案理由）

　宅地造成等規制法の一部改正に伴い、土砂等による土地の埋立て等について、同法によ

る全国一律の基準で包括的な規制が行われることとなったため、条例を廃止しようとする

ものである。
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奈良市議案第９７号

奈良市地域ふれあい会館条例の一部改正について

　奈良市地域ふれあい会館条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市地域ふれあい会館条例の一部を改正する条例

　奈良市地域ふれあい会館条例（平成８年奈良市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。

　第２条の表に次のように加える。

奈良市帝塚山地域ふれあい会館 奈良市帝塚山南二丁目１１番２号

別表奈良市二名地域ふれあい会館の項の次に次のように加える。

奈良市帝塚山地域ふれあい会館 大会議室 １，１２０

会議室Ａ ５６０

会議室Ｂ ５６０

　　附　則

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　帝塚山地域ふれあい会館を新設するため、所要の規定の整備を行おうとするものである

。
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奈良市議案第９８号

	 奈良市道路占用料に関する条例及び奈良市法定外
	 公共物の管理に関する条例の一部改正について

　奈良市道路占用料に関する条例及び奈良市法定外公共物の管理に関する条例の一部を次

のように改正しようとする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

奈良市道路占用料に関する条例及び奈良市法定外公共物の管理に関する条例の一部

を改正する条例

　（奈良市道路占用料に関する条例の一部改正）

第１条　奈良市道路占用料に関する条例（昭和２８年奈良市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。

　第１条中「道路の占用」の次に「（規則で定める場合を除く。）」を加える。

　第３条第１項中「占用料は、市長が指定する期日までに」を「道路占用者（法第３２

条第３項に規定する道路占用者をいう。）は、規則で定める期日までに占用料を」に、

「会計年度毎に」を「会計年度ごとに」に改め、同条第２項中「各会計年度ごとに」を

「会計年度ごとに」に改める。

　第４条を次のように改める。

　　（占用料の減免）

第４条　市長は、規則で定める場合は、第１条の規定にかかわらず、占用料を減免する

ことができる。

　第６条中「市長が指定する期日」を「規則で定める期日」に、「その指定する期日」

を「その期日」に改める。

　第７条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「条例施行」を「条例の施行」に、「

市長が」を「規則で」に改める。
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　　　　　「　

　　別表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

令第７条第４号に掲げる工事用施

設及び同条第５号に掲げる工事用

材料

占用面積１平方

メートルにつき

１月

４８０円

令第７条第６号に掲げる仮設建築

物及び同条第７号に掲げる施設

１４０円

令第７条第

８号に掲げ

る施設

トンネルの上又は高架

の道路の路面下（当該

路面下の地下を除く。

）に設けるもの

Ａに０．００９

を乗じて得た額

上空に設けるもの Ａに０．０１７

を乗じて得た額

地下（トン

ネルの上の

地下を除く

。）に設け

るもの

階数が１

のもの

Ａに０．００４

を乗じて得た額

階数が２

のもの

Ａに０．００６

を乗じて得た額

階数が３

以上のも

の

Ａに０．００７

を乗じて得た額

その他のもの Ａに０．０２５

を乗じて得た額

令第７条第

９号に掲げ

る施設

建築物 占用面積１平方

メートルにつき

１年

Ａに０．０１２

を乗じて得た額

その他のもの Ａに０．００９

を乗じて得た額

令第７条第４号に掲げる工事用施
設及び同条第５号に掲げる工事用
材料

占用面積１平方
メートルにつき
１月

４８０円

令第７条第６号に掲げる仮設建築
物及び同条第７号に掲げる施設

１４０円
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に改め、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　同表備考第１０項及び第１１項中「１件」を「占用物件１件」に改める。

　（奈良市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正）

第２条　奈良市法定外公共物の管理に関する条例（平成１６年奈良市条例第２３号）の一

部を次のように改正する。

　第５条第１項中「という。）は」の次に「、規則で定める場合を除き」を加え、同条

第４項中「占用料は、市長が指定する期日までに」を「占用者は、規則で定める期日ま

でに占用料を」に改め、同条第５項中「各会計年度ごとに」を「会計年度ごとに」に改

める。

　第６条を次のように改める。

　（占用料の減免）

第６条　市長は、規則で定める場合は、前条第１項の規定にかかわらず、占用料を減免

令第７条第

８号に掲げ

る施設

トンネルの上又は高架

の道路の路面下（当該

路面下の地下を除く。

）に設けるもの

占用面積１平方

メートルにつき

１年

Ａに０．００９

を乗じて得た額

上空に設けるもの Ａに０．０１７

を乗じて得た額

地下（トン

ネルの上の

地下を除く

。）に設け

るもの

階数が１

のもの

Ａに０．００４

を乗じて得た額

階数が２

のもの

Ａに０．００６

を乗じて得た額

階数が３

以上のも

の

Ａに０．００７

を乗じて得た額

その他のもの Ａに０．０２５

を乗じて得た額

令第７条第

９号に掲げ

る施設

建築物 Ａに０．０１２

を乗じて得た額

その他のもの Ａに０．００９

を乗じて得た額
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することができる。

　第１２条第２項第１号中「、独立行政法人」の次に「（独立行政法人通則法（平成１

１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）」を、「地方独

立行政法人」の次に「（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。）」を加える。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　第１条の規定による改正前の奈良市道路占用料に関する条例第３条の規定により市長

が指定する期日は、第１条の規定による改正後の奈良市道路占用料に関する条例（以下

「改正後の道路占用料条例」という。）第３条に規定する規則で定める期日とみなす。

３　この条例の施行の際、現に道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項の規

定により道路の占用の許可を受けている者又は現に占用している者の当該占用に係る占

用料の額については、改正後の道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

４　第２条の規定による改正前の奈良市法定外公共物の管理に関する条例第５条の規定に

より市長が指定する期日は、第２条の規定による改正後の奈良市法定外公共物の管理に

関する条例第５条に規定する規則で定める期日とみなす。

　（提案理由）

　道路占用料及び法定外公共物の占用料の減免事由を規則で明確化するよう改正するほか

、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第９９号

	 奈良市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準
	 並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改
	 正について

　奈良市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

奈良市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例（平成２４年奈良市条例第７５号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第１号中「）の」を「）において」に改め、「において衛生工学又は水道

工学に関する学科目」を削り、「２年以上水道」を「３年以上水道、工業用水道、下水道

、道路又は河川（以下この項において「水道等」という。）」に改め、「者」の次に「（

１年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え

、同項第２号中「の土木工学科又はこれ」を「において機械工学科若しくは電気工学科又

はこれら」に改め、「において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を削

り、「３年以上水道」を「４年以上水道等」に改め、「者」の次に「（２年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同項第３号中「高等専

門学校」の次に「（次号において「短期大学等」という。）」を、「修了した後」の次に

「。次号において同じ。」を加え、「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（２年

６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同

項第８号中「水道に」を「水道等に」に改め、「もの」の次に「（６箇月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同項第１０号とし

、同項第７号中「若しくは第２号」を「から第６号まで」に改め、「及び学科目又は第３
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号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程又は学科目」を削り、「水道」を「水道

等」に改め、「者」の次に「（それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分

の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号

を同項第９号とし、同項第６号中「１年以上、」を「２年以上、」に、「２年以上水道」

を「３年以上水道等」に改め、「有する者」の次に「（第１号の卒業者にあっては１年以

上、第２号の卒業者にあっては１年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。）」を加え、同号を同項第８号とし、同項第５号中「水道」を「水道

等」に改め、「者」の次に「（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。）」を加え、同号を同項第７号とし、同項第４号中「中等教育学校」

の次に「（次号において「高等学校等」という。）」を加え、「水道」を「水道等」に改

め、「者」の次に「（３年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）」を加え、同号を同項第５号とし、同号の次に次の１号を加える。

⑹　高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

　第３条第１項第３号の次に次の１号を加える。

⑷　短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

　第３条第１項に次の１号を加える。

⑾　建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第２項の規定に

よる土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６箇月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限る。）

　第３条第２項を次のように改める。

２　簡易水道事業又は給水人口が５万人以下である水道事業の用に供する水道（以下「簡

易水道等」という。）については、前項第１号中「３年以上水道、工業用水道、下水道

、道路又は河川（以下この項において「水道等」という。）に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者（１年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者に限る。）」とあるのは「１年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した
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経験を有する者」と、同項第２号中「４年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者（２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る

。）」とあるのは「２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と

、同項第３号中「５年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２

年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とある

のは「２年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項

第４号中「６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第５号中「７年以上

水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６箇月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年６箇月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第６号中「８年以上水道等

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「４年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者」と、同項第７号中「１０年以上水道等の工事に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「５年以上水道の工事に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者」と、同項第８号中「２年以上、第２号の卒業者にあっ

ては３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（第１号の卒業者

にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６箇月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「１年以上、第２号の卒業者に

あっては１年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同

項第９号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

（それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「水道等の最低経験年数の

２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第１０号

中「１年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（６箇月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「６箇月以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第１１号中「３年以上

水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６箇月以上水道に関する
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技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「１年６箇月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。

　第４条第１項第１号を次のように改める。

⑴　前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若しくは

土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。）、同項第１号に規定する

学校を卒業した者については３年以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者（同

法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。次号において同じ。）につ

いては５年以上、同項第５号に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者

　第４条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以外の」を

削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれらに相当する

課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に改め、「（学校

教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」及び「（同法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了した者）」を削り、「同項第４号」を「同項第５号」

に改め、同項第４号中「及び第４号」を「又は第５号」に、「学科目」を「課程」に、「

同項第４号」を「同項第５号」に改め、同項第５号中「第２号」を「第１号若しくは第２

号」に、「学科目」を「課程」に改め、同項に次の２号を加える。

⑺　技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（

選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、１年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

⑻　建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級の

技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有するもの

　第４条第２項中「簡易水道に」を「簡易水道等に」に、「簡易水道以外の水道」とある

のは「簡易水道」を「３年以上」とあるのは「１年６箇月以上」と、「５年以上」とある

のは「２年６箇月以上」と、「７年以上」とあるのは「３年６箇月以上」に改め、「２分

の１以上」と」の次に「、同項第７号中「１年以上」とあるのは「６箇月以上」と、同項

第８号中「３年以上」とあるのは「１年６箇月以上」と」を加える。

　　　附　則
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　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、水道事業、簡易水道事業及び給水

人口５万人以下の水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件が改められる

ため、所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第１００号

財産の処分について

　次に掲げる財産を処分するものとする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．物 件 の 表 示

所　　在　　地 地　目 公簿面積（㎡）

奈良市右京四丁目１１番２７ 学校用地 　８，５３５．２１

奈良市右京四丁目１１番２８ 学校用地 　２，０３０．８４

合　　　　計 １０，５６６．０５

２．譲 渡 価 格　　７００，８８０，０００円

３．契約の相手方　　大阪市北区大淀中一丁目１番８８号

　　　　　　　　　　積水ハウス株式会社

　　　　　　　　　　　代表取締役　仲井　嘉浩
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奈良市議案第１０１号

委託契約の締結について

　京都線高の原駅付近高の原橋補修工事委託について、次のとおり委託契約を締結するも

のとする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、委託契約金額の５パーセント以内において

変更することができる。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　契 約 の 目 的　　京都線高の原駅付近高の原橋補修工事委託

２　契 約 の 方 法　　随意契約

３　契 約 金 額　　３７３，６９３，７００円

４　契約の相手方　　大阪市天王寺区上本町６丁目１番５５号

　　　　　　　　　　近畿日本鉄道株式会社

　　　　　　　　　　　鉄道本部大阪統括部長　髙浦　仁史
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京都線高の原駅付近高の原橋補修工事委託の概要

１．委託場所　　奈良市右京一丁目地内他

２．委託規模　　橋梁長寿命化修繕工事　橋長　Ｌ＝８８．２ｍ　幅員　Ｗ＝８．０ｍ

　　　　　　　　　舗装工　　　　　　　一式

　　　　　　　　　橋梁付属物工　　　　一式

　　　　　　　　　橋梁補修工　　　　　一式

　　　　　　　　　橋梁塗装工　　　　　一式

　　　　　　　　　鋼材補修工　　　　　一式

　　　　　　　　　仮設工　　　　　　　一式

　　　　　　　　　環境対策工　　　　　一式

３．工　　期　　契約の日から令和９年３月３１日まで
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奈良市議案第１０２号

工事請負契約の一部変更について

　奥柳登美ヶ丘線街路改良工事請負契約の一部を次のように変更するものとする。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　令和５年６月２０日議決された奈良市議案第７１号奥柳登美ヶ丘線街路改良工事の契約

金額中「７５６，６９０，０００円」を「７９８，５０１，０００円」に改める。

（参考）

契約の相手方　　奈良市高天町４３番地１

　　　　　　　　ＲＥＢＡＮＧＡ近鉄奈良駅高天町ビル３０１

　　　　　　　　奥柳登美ヶ丘線街路改良工事村本・三和特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　代表者　村本建設株式会社奈良営業所

　　　　　　　　　　　　　　所長　原田　徹雄

　　　　　　　　　　　　　三和建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　小林　伸嘉

増　　　　額　　４１，８１１，０００円
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奈良市議案第１０３号

訴えの提起について

　本市は、一般社団法人ずいおうが介護給付費及び訓練等給付費を不正に受給していたこ

とに関し、法人役員等に悪意又は重大な過失があったことを主張し、損害賠償を求めるた

め、次のとおり裁判所に訴えを提起する。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１．訴えを提起する相手方の住所及び氏名

住　　　所 氏　名

２．訴えの要旨

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービス事業者として指定していた一般社団法人ずいおうについて、人員基準違反

や運営基準違反などの重大な違反事項のほか、役員による書類の改ざんや虚偽報告等

が確認されたため、令和５年１２月２６日付けで指定取消処分を行った。併せて、同

法人に対し、同法第８条第２項に基づき、介護給付費及び訓練等給付費を不正に受給

していたことによる返還金及びこれに対する加算金合計１１９，７８６，６１１円を

請求しているが、１１７，５０５，４７２円が未収となっている。

　よって、役員への責任追及のため、同法人の代表理事及び理事である相手方に対し、 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１７条の規定に基づき、未収金１１

７，５０５，４７２円及びこれに対する遅延損害金を加えた金額を支払えとの判決を

求める。
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３．訴訟遂行の方針

⑴　弁護士を訴訟代理人に選任し、訴訟を遂行する。

⑵　本市は、上記の訴訟の目的達成に特に必要があるときは、訴え又は当事者の追加又

は変更をすることができる。

⑶　判決の結果、必要がある場合は上訴する。
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奈良市議案第１０４号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市脇戸町３番地

　　　奈良市杉岡華邨書道美術館

２　指定管理者の所在及び名称

　　奈良市三条本町１３番１号

　　一般財団法人奈良市総合財団

　　　理事長　西谷　忠雄

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市杉岡華邨書道美術館条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　奈良市杉岡華邨書道美術館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１０５号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市都祁白石町１１３３番地

　　　奈良市都祁交流センター

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　都祁まちづくり協議会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市都祁交流センター条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　交流センターの使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　交流センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１０６号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市都祁白石町１１６１番地

　　　奈良市都祁体育館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　都祁まちづくり協議会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　体育施設の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１０７号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

種　　別 名　　　　　称 所　　在　　地

庭球場 奈良市都祁生涯スポーツセンター
コート 奈良市都祁馬場町８４６番地の５

球技場 奈良市都祁生涯スポーツセンター
球技場 奈良市都祁馬場町８４６番地の５

多目的コート 奈良市都祁生涯スポーツセンター
多目的コート 奈良市都祁馬場町８４６番地の５

クラブハウス 奈良市都祁生涯スポーツセンター
クラブハウス 奈良市都祁馬場町８４６番地の５

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　都祁まちづくり協議会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　体育施設の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑵　施設及び設備の維持管理に関すること。

　⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１０８号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市八条一丁目８１４番地の４

　　　奈良市八条コミュニティスポーツ広場

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　八条第二自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　スポーツ施設の使用承認及び使用制限に関すること。

⑵　施設及び設備の維持管理に関すること。

⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１０９号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市右京四丁目１１番地の１

　　　奈良市右京コミュニティスポーツ会館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　右京地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年３月１日から令和８年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　スポーツ施設の使用承認及び使用制限に関すること。

⑵　施設及び設備の維持管理に関すること。

⑶　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

⑴　奈良市中新屋町５番地

　奈良町にぎわいの家

⑵　奈良市元興寺町４４番地

　奈良市ならまち格子の家

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市中新屋町２番地の１

　　奈良町にぎわいの家・奈良市ならまち格子の家運営共同体　奈良町くりえいと

　代表　公益社団法人奈良まちづくりセンター

　　　　　理事長　藤野　正文

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　奈良町にぎわいの家

ア　奈良町にぎわいの家条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

イ　奈良町にぎわいの家の利用制限に関すること。
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ウ　奈良町にぎわいの家の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

エ　その他市長が定めること。

⑵　奈良市ならまち格子の家

ア　奈良市ならまち格子の家条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

イ　奈良市ならまち格子の家の利用制限に関すること。

ウ　奈良市ならまち格子の家の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

エ　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１１１号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

⑴　市営住宅及び共同施設

⑵　改良住宅等及び地区施設

⑶　コミュニティ住宅及び共同施設

２　指定管理者の所在地及び名称

　　香川県高松市紺屋町３番地６

　　株式会社穴吹ハウジングサービス

　　　代表取締役社長　新宮　章弘

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　市営住宅、改良住宅等及びコミュニティ住宅（以下「市営住宅等」という。）の入

居者の募集に関すること。

⑵　市営住宅等の家賃の徴収に関すること。

⑶　市営住宅等及び共同施設（地区施設を含む。以下同じ。）の維持、修繕及び改良に

関すること。

⑷　市営住宅等及び共同施設に係る環境整備に関すること。
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⑸　前２号に定めるもののほか、市営住宅等及び共同施設の管理に関するもののうち市

長が定めるもの
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奈良市議案第１１２号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市学園大和町一丁目１８７番地

　　　西部公民館学園大和分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　学園三碓地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　西部公民館学園大和分館の事業の実施に関すること。

　⑵　西部公民館学園大和分館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　西部公民館学園大和分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１１３号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市高樋町６４０番地の１

　　　南部公民館精華分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　高樋町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　南部公民館精華分館の事業の実施に関すること。

　⑵　南部公民館精華分館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　南部公民館精華分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１１４号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市東九条町３９３番地の４

　　　南部公民館東九条分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　東九条町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　南部公民館東九条分館の事業の実施に関すること。

　⑵　南部公民館東九条分館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　南部公民館東九条分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１１５号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市横田町３３６番地の１

　　　田原公民館横田分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　田原地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　田原公民館横田分館の事業の実施に関すること。

　⑵　田原公民館横田分館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　田原公民館横田分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１１６号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市水間町９８９番地の１

　　　田原公民館水間分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　水間町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　田原公民館水間分館の事業の実施に関すること。

　⑵　田原公民館水間分館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　田原公民館水間分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１１７号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市杣ノ川町６９８番地

　　　田原公民館杣ノ川分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　杣ノ川町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　田原公民館杣ノ川分館の事業の実施に関すること。

⑵　田原公民館杣ノ川分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　田原公民館杣ノ川分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１１８号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市富雄北二丁目２番８号

　　　富雄公民館元町分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　富雄公民館元町分館管理協議会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　富雄公民館元町分館の事業の実施に関すること。

⑵　富雄公民館元町分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　富雄公民館元町分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１１９号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市興ヶ原町３４９番地の１

　　　柳生公民館興ヶ原分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　興ヶ原町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　柳生公民館興ヶ原分館の事業の実施に関すること。

⑵　柳生公民館興ヶ原分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　柳生公民館興ヶ原分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。

− 108 −



奈良市議案第１２０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市邑地町４５１番地の４

　　　柳生公民館邑地分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　邑地町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　柳生公民館邑地分館の事業の実施に関すること。

⑵　柳生公民館邑地分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　柳生公民館邑地分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２１号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市丹生町８４７番地

　　　柳生公民館丹生分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　丹生町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　柳生公民館丹生分館の事業の実施に関すること。

⑵　柳生公民館丹生分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　柳生公民館丹生分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２２号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市北野山町７２４番地

　　　柳生公民館北野山分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　北野山町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　柳生公民館北野山分館の事業の実施に関すること。

⑵　柳生公民館北野山分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　柳生公民館北野山分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２３号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市下狭川町３１０９番地の２

　　　興東公民館狭川分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　狭川地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　興東公民館狭川分館の事業の実施に関すること。

⑵　興東公民館狭川分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　興東公民館狭川分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２４号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市大平尾町４７１番地

　　　興東公民館大平尾分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　大平尾町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　興東公民館大平尾分館の事業の実施に関すること。

⑵　興東公民館大平尾分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　興東公民館大平尾分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２５号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市西木辻町２００番地の６７

　　　春日公民館西木辻分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　八軒町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　春日公民館西木辻分館の事業の実施に関すること。

⑵　春日公民館西木辻分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　春日公民館西木辻分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２６号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市大安寺四丁目４番３４号

　　　春日公民館大安寺分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市大安寺四丁目４番３４号

　　大安寺地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　春日公民館大安寺分館の事業の実施に関すること。

⑵　春日公民館大安寺分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　春日公民館大安寺分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２７号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市南京終町七丁目５５４番地の３

　　　春日公民館済美南分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　済美南地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　春日公民館済美南分館の事業の実施に関すること。

⑵　春日公民館済美南分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　春日公民館済美南分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２８号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市二名一丁目２４００番地の４

　　　二名公民館二名分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　二名地区自治協議会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　二名公民館二名分館の事業の実施に関すること。

⑵　二名公民館二名分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　二名公民館二名分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１２９号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市平松一丁目２４番１号

　　　京西公民館平松分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　平松一丁目自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　京西公民館平松分館の事業の実施に関すること。

⑵　京西公民館平松分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　京西公民館平松分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１３０号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市あやめ池南一丁目７番６２号

　　　伏見公民館あやめ池分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市あやめ池南一丁目７番６２号

　　あやめ池地区自治連合会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　伏見公民館あやめ池分館の事業の実施に関すること。

⑵　伏見公民館あやめ池分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　伏見公民館あやめ池分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１３１号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市歌姫町１０９４番地

　　　平城公民館歌姫分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　歌姫町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　平城公民館歌姫分館の事業の実施に関すること。

⑵　平城公民館歌姫分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　平城公民館歌姫分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１３２号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市白毫寺町５８番地の２

　　　飛鳥公民館白毫寺分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　白毫寺町連合自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　飛鳥公民館白毫寺分館の事業の実施に関すること。

⑵　飛鳥公民館白毫寺分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　飛鳥公民館白毫寺分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１３３号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市佐紀町３０８９番地

　　　都跡公民館佐紀分館

２　指定管理者の所在地及び名称

　　

　　佐紀中町自治会

　　　会長　

３　指定管理者の指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

⑴　都跡公民館佐紀分館の事業の実施に関すること。

⑵　都跡公民館佐紀分館の使用承認及び使用制限に関すること。

⑶　都跡公民館佐紀分館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

⑷　その他教育委員会が定めること。
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奈良市議案第１３４号

	 奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の
	 数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更に
	 ついて

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和７年３月

３１日をもって奈良広域水質検査センター組合が解散することに伴い奈良県市町村総合事

務組合から同組合を脱退させ、奈良県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更すること

について、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。

　　令和６年１１月２８日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

　奈良県市町村総合事務組合規約（平成２０年３月１８日奈良県指令市町村第１１４３号）

の一部を次のように変更する。

　別表第１及び別表第２中「、奈良広域水質検査センター組合」を削る。

　　　附　則

　この規約は、令和７年４月１日から施行する。
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（参考）

	 奈良県市町村総合事務組合規約（平成２０年奈良県
	 指令市町村第１１４３号）（抄）

別表第１（第２条関係）　　組合を組織する市町村及び組合

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生

駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西

町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵

町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北

山村、上北山村、川上村、東吉野村、老人福祉施設三室園組合、宇陀衛生一部事務組

合、上下北山衛生一部事務組合、香芝・王寺環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅

町式下中学校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野広域行政組合、山辺環

境衛生組合、曽爾御杖行政一部事務組合、南和広域衛生組合、東宇陀環境衛生組合、

奈良広域水質検査センター組合、静香苑環境施設組合、奈良県広域消防組合

別表第２（第３条関係）

共同処理する事務 組合市町村

１　組合市町村の常勤

の職員に対する退職

手当の支給に関する

こと。

葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵

町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、

明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀

町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山

村、上北山村、川上村、東吉野村、老人福祉施設三室園組

合、宇陀衛生一部事務組合、上下北山衛生一部事務組合、香

芝・王寺環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅町式下中学

校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野広域行政

組合、山辺環境衛生組合、曽爾御杖行政一部事務組合、南和

広域衛生組合、東宇陀環境衛生組合、奈良広域水質検査セン

ター組合、静香苑環境施設組合、奈良県広域消防組合
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